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令和５年12月定例総会議事録 

 

 日  時  令和５年12月18日（月） 午前９時30分～午前10時26分 

 場  所  佐賀市役所 ４階 大会議室 

 出 席 者   別紙名簿のとおり 

 次  第  １．開 会 

２．報 告 

  第１号 農地法第３条の３届出 

  第２号 農地法第18条合意解約通知 

  第３号 使用貸借解約通知 

  第４号 形状変更届 

３．局長専決処分報告 

  第１号 農地法第４条による届出 

４．議 案 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

  第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

  第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

  第４号議案 農用地利用集積計画 所有権移転 

  第５号議案 農用地利用集積計画 利用権設定 

  第６号議案 非農地通知について 

５．閉 会 
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午前９時 30分 開会 

 

○ 会長 

 皆さん、おはようございます。 

先ほど報告のとおり、本日の出席委員は23名で定足数に達しておりますので、ただい

まから佐賀市農業委員会令和５年12月定例総会を開会します。 

 本日の付議すべき事項としては、報告第１号 農地法第３条の３届出４件、報告第２号  

農地法第18条合意解約通知33件、報告第３号 使用貸借解約通知７件、報告第４号 形

状変更届１件、局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出２件。 

 議案としては、第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請15件、第２号議案 農

地法第４条の規定による許可申請３件、第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請

12件、第４号議案 農用地利用集積計画 所有権移転11件、第５号議案 農用地利用集

積計画 利用権設定77件、第６号議案 非農地通知について２件。 

 以上となっております。 

ここで、皆さんに報告します。 

 現地調査については、北部は12月11日に行っております。南部は調査対象がございませ

んでした。また、調査会については、南部が12月12日、北部が12月13日に開催したことを

報告します。 

 会議に入る前にお断りします。議事進行上、発言される場合は挙手をして、議長が指名

してから発言してください。 

 携帯電話をお持ちの方は、マナーモードにしてください。 

 また、本日の議事録署名人には、佐賀市農業委員会会議規程第14条第２項の規定に基づ

き、22番委員の池田敏伸委員、23番委員の吉田和文委員の両名を指名します。 

 次に、ここで「常設審議委員会」に意見を求める案件について、今回は無かったことを

報告します。 

 それでは、これより報告事項に入ります。 

 議案書１ページ及び２ページをお開きください。 

 

    報告第１号 農地法第３条の３届出 

１～４ 

○ 会長 

 報告第１号 農地法第３条の３届出、報告番号１番から４番までの４件について、御
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意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書４ページをお開きください。 

 

    報告第２号 農地法第 18 条合意解約通知 

          ８ 

○ 会長 

報告第２号 農地法第 18 条合意解約通知、報告番号８番を議題とします。 

ここで皆さんにお諮りします。 

この案件は、○○委員本人の案件になっておりますので、○○委員には一時退室して

いただき、先に意見を伺いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この案件について、○○委員に一時退室していただ

き、先に意見を伺うことに決定しました。 

それでは、○○委員、退室願います。 

〔委員 退室〕 

○ 会長 

 それでは、この案件について、御意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 意見なしということで、次に進みます。 

 ○○委員の入室をお願いいたします。 

〔委員 入室〕 

○ 会長 

 次に、議案書３ページから 10 ページまでをお開きください。 

 

    報告第２号 農地法第 18 条合意解約通知 

          １～７、９～33 

○ 会長 
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 報告第２号 農地法第 18条合意解約通知、報告番号１番から７番まで及び９番から 33

番までの 32 件について、御意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書 11 ページ及び 12 ページをお開きください。 

 

    報告第３号 使用貸借解約通知 

          １～７ 

○ 会長 

 報告第３号 使用貸借解約通知、報告番号１番から７番までの７件について、御意見

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書 13 ページをお開きください。 

 

    報告第４号 形状変更届 

          １ 

○ 会長 

 報告第４号 形状変更届、報告番号１番について、御意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書 14 ページをお開きください。 

 

    局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出  

                １・２ 

○ 会長 

 局長専決処分報告第１号 農地法第４条による届出、報告番号１番及び２番の２件につ

いて、御意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○ 会長 

 意見なしということで、次に進みます。 

 次に、議案書 15 ページをお開きください。 

 

    第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請  

          １～３ 

○ 会長 

 第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請、審議番号１番から３番までの３件

を議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 南部調査会長 

 報告します。 

 審議番号１番及び２番は、普通売買の案件、審議番号３番は、贈与の案件です。 

各案件については、地元農業委員及び推進委員による現地調査を含め、取得後、全て

の農地を効率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見て問題がな

いことから、別添の調査書のとおり、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たすと判断し、申請どおり許可相当として、総会へ送ることに決定し

たものです。 

 以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この３件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この３件については、一括審議・一括採決を行いま

す。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 
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 この３件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から３番までの３件については、申請ど

おり許可することに決定しました。 

 次に、議案書 17 ページをお開きください。 

 

    第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

          12・13 

○ 会長 

 審議番号 12 番及び 13 番の２件を議題とします。 

ここで皆さんにお諮りします。 

この案件は、○○委員の同居親族の案件となっており、農業委員会等に関する法律第

31条の議事参与の制限に該当します。 

そこで、○○委員には一時退室していただき、この案件を先に審議したいと思います

が、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この案件を先に審議することに決定しました。 

それでは、○○委員、退室願います。 

〔委員 退室〕 

○ 会長 

 それでは、北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 北部調査会長 

 報告します。 

 審議番号 12 番及び 13 番の２件は、普通売買の案件です。 

各案件については、農業委員及び推進委員等による現地調査を含め、取得後、全ての

農地を効率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見て問題がない

ことから、別添の調査書のとおり、農地法第３条第２項各号には該当していないため、許

可要件の全てを満たすと判断し、申請どおり許可相当として、総会へ送ることに決定した

ものです。 

 以上で、報告を終わります。 
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○ 会長 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この２件については、一括審議・一括採決を行います。

それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号 12番及び 13 番の２件については、申請どお

り許可することに決定しました。 

 ○○委員の入室をお願いいたします。 

〔委員 入室〕 

○ 会長 

次に、議案書 15 ページから 18 ページまでをお開きください。 

 

    第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請 

          12・13 を除く、４～15 

○ 会長 

 審議番号 12 番及び 13 番を除く、審議番号４番から 15 番までの 10 件を議題としま

す。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 北部調査会長 

報告します。 

 審議番号４番から８番、及び 15番の６件は、普通売買の案件、審議番号９番から 11

番、及び 14 番の４件は、贈与の案件です。 
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 委員から、審議番号４番の農地の価格について質問があり、事務局から、当案件は近隣

に分譲住宅が建設されたことに関連した、土地の交換にあたるため、この価格となってい

る旨の説明がありました。 

また、審議番号８番については、事務局から、申請人は申請地北側に住宅を新築し、

今後、転入される予定である旨の説明がありました。 

さらに委員から、審議番号 14 番及び 15 番について、譲渡人が同じであるにもかかわ

らず契約内容が異なる理由について質問があり、事務局から、14 番は譲受人が以前から

申請地を耕作されていたため贈与されると聞いている旨の説明がありました。 

各案件については、地元農業委員及び推進委員による現地調査を含め、取得後、全て

の農地を効率的に利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などを見て問題がな

いことから、別添の調査書のとおり、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たすと判断し、申請どおり許可相当として、総会へ送ることに決定し

たものです。 

 以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この 10 件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この 10 件については、一括審議・一括採決を行いま

す。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この 10 件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号 12番及び 13 番を除く、審議番号４番から 15

番までの 10 件については、申請どおり許可することに決定しました。 
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 次に、議案書 19 ページ及び 20 ページをお開きください。 

 

第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請 

          １～３ 

○ 会長 

 第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番から３番までの３件

を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 北部調査会長 

 報告します。 

第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請、審議番号１番は、転用目的が「貸

家住宅」の案件で、委員による現地調査を行い、調査会において申請人説明を求めまし

た。 

申請地は商業施設に近く、上下水道も整備されていることから、住宅地として適地と

判断し、申請されたものです。 

委員から、申請地北東に残る農地については、今後も適切に管理をしてほしい旨の意

見がありました。 

その他、転用実施の確実性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問

題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「水管等が埋設されている幅員４ｍ以上の道路の沿道の区域で、かつ、

500ｍ以内に２つ以上の医療施設が存すること」に該当するため、第３種農地エの（ア）

のａの（ａ）。 

許可基準は、「許可し得る」に該当するため、第３種農地エの（イ）と決定しておりま

す。 

審議番号２番は、転用目的が「資材置場」の案件で、委員による現地調査を行い、調

査会において申請人説明を求めました。 

申請人は、造園業を営んでいますが、資材置場が不足しているため、申請地を資材置

場として利用したく申請されたものです。 

地元農業委員の説明などから、代替性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等

について問題ないことを確認し、また、申請地を許可なく転用されていた件についても悪

意は認められず、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生
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産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

審議番号３番も、転用目的が「資材置場」の案件で、委員による現地調査を行い、調

査会において申請人説明を求めました。 

申請人は、造園業を営んでいますが、資材置場が不足しているため、申請地を資材置

場として利用したく申請されたものです。 

委員から、申請地南側の農地について、今後も適切に管理してほしい旨の意見があり

ました。 

その他、代替性や転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等について問題ないこと

を確認し、また、申請地の一部を許可なく転用されていた件についても悪意は認められ

ず、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

以上のことから、この３件については、申請どおり許可相当として、総会へ送ること

に決定したものです。 

以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、審議番号１番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番については、申請どおり許可することに

決定しました。 

 次に、審議番号２番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



 

 

 

 

12 

 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号２番については、申請どおり許可することに

決定しました。 

 次に、審議番号３番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号３番については、申請どおり許可することに

決定しました。 

次に、議案書 21 ページをお開きください。 

 

    第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

          １ 

○ 会長 

 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号１番を議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 南部調査会長 

報告します。 

審議番号１番は、転用目的が「海苔資材置場」の案件で、申請人は、海苔養殖業を営

んでいますが、資材置場の整備、及び雨天時にも網を干すことができる倉庫の建設を計画

したところ、申請地は作業場に近く、適地と判断し、申請されたものです。 

地元農業委員の説明などから、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺

への被害防除計画等について問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 
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許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

以上のことから、この案件については、申請どおり許可相当として、総会へ送ること

に決定したものです。 

以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、審議番号１番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番については、申請どおり許可することに

決定しました。 

 次に、議案書 21 ページから 24 ページまでをお開きください。 

 

    第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請 

          ２～12 

○ 会長 

 審議番号２番から 12番までの 11件を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 北部調査会長 

 報告します。 

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請、審議番号２番は、転用目的が「一

般住宅の敷地拡張」の案件で、申請者は自宅への出入り口が狭いことから、通路を拡張し

たく申請されたものです。 

地元農業委員の説明などから、転用面積の必要性や周辺への被害防除計画等について

問題ないことを確認し、また、申請地の一部を許可なく転用されていた件についても悪意

は認められず、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生
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産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

審議番号３番は、転用目的が「一般住宅」の案件で、申請人は、現在、借家に居住し

ていますが、今般、住宅の建設を計画したところ、申請地は県道に近く、閑静な集落内に

あることから、住環境が良いため適地と判断し、申請されたものです。 

地元委員から、申請地周囲の道路や水路に関する施工、安全対策等については、関係

機関や自治会と、今後も協議が続けられると聞いている旨の説明がありました。 

その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等に

ついて問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

審議番号４番及び５番の２件は、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、一体のもの

として申請されていることから、一括審議・一括採決とし、委員による現地調査を行い、

調査会において申請人説明を求めました。 

申請地は、閑静な集落内にあり、住環境が良いことから適地と判断し、申請されたも

のです。 

委員から、申請地東側に残る農地の管理について質問があり、申請人から、所有者と

の協議の上、当面は譲受人が草刈り管理を行っていくこと、また、その旨を書面で事務局

へ提出したいとの説明がありました。その後、事務局から、書面を受理した旨の報告を受

けました。 

また、委員から、北側水路の今後の管理について確認があり、申請人から、建売分譲

住宅の購入者を含め、地域の中で清掃活動等が行われる旨の説明がありました。 

その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等に

ついて問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

審議番号６番及び７番の２件も、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、一体のもの
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として申請されていることから、一括審議・一括採決とし、委員による現地調査を行い、

調査会において申請人説明を求めました。 

申請地は、国道付近で交通の便も良いことから住宅地に適地と判断し、申請されたも

のです。 

委員から、申請地に挟まれた部分にある里道の管理について質問があり、申請人か

ら、里道は砂利敷きとし、管理はこれまで同様自治会で行うこと、また、国道への通り抜

けができるよう東側まで除草等を行う予定である旨の説明がありました。 

その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等に

ついて問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

審議番号８番も、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、委員による現地調査を行

い、調査会において申請人説明を求めました。 

申請地は、閑静な集落内にあり、近隣に教育施設もあることから、住宅地に適地と判

断し、申請されたものです。 

事務局から、申請地東側宅地から越境している樹木については、所有者同意のうえ、

伐採されると聞いている旨の説明がありました。 

地元農業委員の説明などから、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺

への被害防除計画等について問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

審議番号９番及び 10番も、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、一体のものとして

申請されていることから、一括審議・一括採決とし、委員による現地調査を行い、調査会

において申請人説明を求めました。 

申請地は、県道付近で交通の便が良く、住環境が良いことから、住宅地に適地と判断

し、申請されたものです。 

委員から、申請地北側の水路は農業用として利用されているため、工事による破損等

がないよう気を付けてほしいとの意見がありました。 
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その他、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺への被害防除計画等に

ついて問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

審議番号 11 番及び 12番は、転用目的が「社宅」の案件で、一体のものとして申請さ

れていることから、一括審議・一括採決とし、委員による現地調査を行い、調査会におい

て申請人説明を求めました。 

申請人は、農業のほか、飲食店を営んでおりますが、今般、従業員用の社宅の建設を

計画したところ、申請地は、勤務地に近く、住環境も良いことから適地と判断し、申請さ

れたものです。 

地元農業委員の説明などから、代替性や転用実施の確実性、転用面積の必要性、周辺

への被害防除計画等について問題ないことを確認し、許可相当と判断しました。 

農地区分は、「中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地」に該当するため、第２種農地カの（ア）。 

許可基準は、「周辺の他の土地に立地することが困難な場合は許可し得る」に該当する

ため、第２種農地カの（イ）と決定しております。 

以上のことから、この件 11件については、申請どおり許可相当として、総会へ送るこ

とに決定したものです。  

以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 

それでは、審議番号２番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 
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 異議なしと認めます。よって、審議番号２番については、申請どおり許可することに決

定しました。 

 次に、審議番号３番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号３番については、申請どおり許可することに

決定しました。 

ここで皆さんにお諮りします。先ほど、北部調査会長から報告がありましたとおり、

審議番号４番及び５番の２件については、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、一体の

ものとして申請されたものです。 

 そこで、この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この２件については、一括審議・一括採決を行いま

す。それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

異議なしと認めます。よって、審議番号４番及び５番の２件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

ここで皆さんにお諮りします。先ほど、北部調査会長から報告がありましたとおり、

審議番号６番及び７番の２件については、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、一体の

ものとして申請されたものです。 

 そこで、この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議
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ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この２件については、一括審議・一括採決を行いま

す。それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

異議なしと認めます。よって、審議番号６番及び７番の２件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

 次に、審議番号８番について質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号８番については、申請どおり許可することに

決定しました。 

ここで皆さんにお諮りします。先ほど、北部調査会長から報告がありましたとおり、

審議番号９番及び 10番の２件については、転用目的が「建売分譲住宅」の案件で、一体

のものとして申請されたものです。 

 そこで、この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この２件については、一括審議・一括採決を行いま

す。それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。はい、どうぞ。 

○ 委員 
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 南に延びる開発道路について、一部の道幅が狭くなっていますが、開発許可は問題ない

のですか。 

○ 会長 

 事務局どうぞ。 

○ 事務局 

 問題ないと聞いています。 

○ 会長 

 事務局の説明でよろしいですか。 

○ 委員 

 はい。 

○ 会長 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号９番及び 10 番の２件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

ここで皆さんにお諮りします。先ほど、北部調査会長から報告がありましたとおり、

審議番号 11 番及び 12番の２件については、転用目的が「社宅」の案件で、一体のものと

して申請されたものです。 

 そこで、この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この２件については、一括審議・一括採決を行いま

す。それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 
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 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、申請どおり許可することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

異議なしと認めます。よって、審議番号 11 番及び 12 番の２件については、申請どおり

許可することに決定しました。 

次に、議案書 25 ページから 27 ページまでをお開きください。 

 

    第４号議案 農用地利用集積計画 所有権移転 

１～11 

○ 会長 

 第４号議案 農用地利用集積計画 所有権移転、審議番号１番から 11番までの 11件を

議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 南部調査会長 

 報告します。 

 審議番号１番から 11 番までの 11件：53,180㎡について、調査会において審議したとこ

ろ、計画どおり承認相当として、総会へ送ることに決定したものです。 

 以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この 11 件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この 11 件については、一括審議・一括採決を行いま

す。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 
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 この 11 件について、計画どおり承認することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番から 11 番までの 11件については、計画

どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書 36 ページをお開きください。 

 

    第５号議案 農用地利用集積計画 利用権設定 

          36 

○ 会長 

 第５号議案 農用地利用集積計画 利用権設定、審議番号 36番を議題とします。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この案件は、○○委員本人の案件になっており、農業委員会等に関する法律第 31条の

議事参与の制限に該当します。 

 そこで、○○委員には一時退室していただき、この案件を先に審議したいと思います

が、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この案件を先に審議することに決定しました。 

それでは、○○委員、退室願います。 

〔委員 退室〕 

○ 会長 

 それでは、南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 南部調査会長 

 報告します。 

 審議番号 36 番 

    更新 １件： 2,634 ㎡ 

について、調査会において審議したところ、計画どおり承認相当として、総会へ送ること

に決定したものです。  

以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 
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それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この案件について、計画どおり承認することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。 

 よって、審議番号 36番については、計画どおり承認することに決定しました。 

○○委員の入室をお願いいたします。 

〔委員 入室〕 

○ 会長 

次に、議案書 28 ページから 41 ページまでをお開きください。 

      

第５号議案 農用地利用集積計画 利用権設定 

          １～35、37～62 

○ 会長 

第５号議案 農用地利用集積計画 利用権設定、審議番号１番から 35番、及び審議番

号 37 番から 62 番までの 61件を議題とします。 

 南部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 南部調査会長 

 報告します。 

 審議番号１番から 35番、及び審議番号 37 番から 62 番までの 61件 

    新規  14 件：  79,502㎡ 

    更新  47 件： 243,172㎡ 

について、調査会において審議したところ、計画どおり承認相当として、総会へ送ること

に決定したものです。 

 以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 

 ここで皆さんにお諮りします。 

 この 61 件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございませ
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んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この 61 件については、一括審議・一括採決を行いま

す。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この 61 件について、計画どおり承認することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。 

 よって、審議番号１番から 35 番、及び審議番号 37 番から 62番までの 61件については、

計画どおり承認することに決定しました。 

 次に、議案書 41 ページから 45 ページまでをお開きください。 

 

    第５号議案 農用地利用集積計画 利用権設定 

          63～77 

○ 会長 

 審議番号 63 番から 77 番までの 15 件を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 北部調査会長 

 報告します。 

 審議番号 63 番から 77 番までの 15 件 

新規    ４件：  59,339 ㎡ 

更新     11件：  53,892.75 ㎡ 

について、調査会において審議したところ、計画どおり承認相当として、総会へ送ること

に決定したものです。 

 以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 
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 ここで皆さんにお諮りします。 

 この 15 件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この 15 件については、一括審議・一括採決を行いま

す。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この 15 件について、計画どおり承認することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。 

 よって、審審議番号 63 番から 77番までの 15件については、計画どおり承認すること

に決定しました。 

 次に、議案書 46 ページをお開きください。 

 

    第６号議案 非農地通知について 

          １・２ 

○ 会長 

 第６号議案 非農地通知について、審議番号１番及び２番の２件を議題とします。 

 北部調査会の審査の報告をお願いします。 

○ 北部調査会長 

 報告します。 

 審議番号１番及び２番の２件について、地元農業委員及び推進委員による現地調査を

行い、調査会において審議したところ、申出地は、既に山林・原野化しているため、非農

地相当と判断し、総会へ送ることに決定したものです。 

 以上で、報告を終わります。 

○ 会長 

 ありがとうございました。 
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 ここで皆さんにお諮りします。 

 この２件については、一括審議・一括採決を行いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、この２件については、一括審議・一括採決を行いま

す。 

 それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより採決します。 

 この２件について、非農地とすることに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、審議番号１番及び２番の２件については、非農地とす

ることに決定しました。 

 お諮りします。 

 佐賀市農業委員会 令和５年 12 月定例総会議事録について、その字句、その他の整理

を要するものについては、その整理を農業委員会会長に委任されたいと思いますが、これ

に、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○ 会長 

 異議なしと認めます。よって、農業委員会会長に委任することに決定しました。 

 これをもちまして、本日の議事は全て終了しました。 

 佐賀市農業委員会 令和５年 12 月定例総会を閉会します。 

 本日はありがとうございました。 

 

午前 10時 26分 閉会 


